
 

 

森林審議会運営規程 
（趣旨） 
第１条 この規程は、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５章及び森林法施行令（昭和２６年

政令第２７６号）第７条の規定に基づき設置する、兵庫県森林審議会（以下「審議会」という。）

の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 
（事務局） 
第２条 審議会事務局を、兵庫県農林水産部林務課内に置く。 
（会議） 
第３条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 
 ２ 審議会は、知事から諮問があったとき又は会長が必要と認めたとき、会長が招集する。ただ

し、委員の改選後初めて開催する審議会については、審議会事務局が招集するものとする。 
 ３ 審議会の議長は、会長をもってこれに充てる。 
 ４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員が互選したものがその職務を代行す

る。 
 ５ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。 
 ６ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。 
 ７ 審議会の開催は、会長が適当と認める場合は書面開催とすることができる。 
（部会） 
第４条 審議会に置く部会の名称及び分掌事務は、次のとおりとする。 
  (1) 開発審査部会（以下「開発部会」という。） 
    森林の開発に関する事項 
   (2) 松くい虫防除対策部会（以下「松くい虫部会」という。） 
    松くい虫防除対策に関する事項 
 ２ 部会は部会長が招集する。 
 ３ 開発部会及び松くい部会（以下「部会」という。）の議長は、部会長をもってこれに充てる。 
 ４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がそ

の職務を代行する。 
 ５ 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。 
 ６ 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。 
 ７ 会長は、委員として部会に出席することができる。  
 ８ 部会の開催は、部会長が適当と認める場合は書面開催とすることができる。 
（諮問の付議） 
第５条 会長は、知事の諮問を該当する部会に付議することができる。 
（部会の決議） 
第６条 部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とする。 

２ 会長は、前項の同意をした決議の内容について、次の審議会に報告するものとする。ただし、

委員の改選後初めて開催する審議会にあっては、審議会事務局が報告するものとする。 
（会議の公開） 
第７条 審議会及び部会の会議は、原則公開とする。但し、以下の各号に該当する場合で、会長又

は部会長が公開しないと決めたときは、この限りではない。 
  (1)  情報公開条例（平成１２年兵庫県条例第６号）第６条各号に該当すると認められる情報に

ついて審議等を行う場合 
  (2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる

場合 
 ２ 会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別途定めるものとする。 

３ 第１項により会議を非公開とした場合、委員は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。  
（会議記録・審議資料） 
第８条 会議記録及び審議資料は、公開請求があった場合、以下の各号に該当する情報が記録され

ている場合を除き、公開するものとする。 



 

 

  (1)  情報公開条例第６条各号に該当すると認められる情報 
  (2)  公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると会長又は部会長が

認める情報 
（補則） 
第９条 この規定に定めがない事項については、会長又は部会長の定めるところによる。 
 
附則（平成１２年１１月２９日） 
（施行期日） 
１．この規程は、平成１２年１１月２９日から施行する。 
（旧規則の廃止） 
２．兵庫県森林審議会運営規則（昭和４９年１２月２４日）は廃止する。 
附則（平成１６年１２月２０日） 
（施行期日） 
１．この規程は、平成１６年１２月２０日から施行する。 
附則（平成１９年１２月２１日） 
（施行期日） 
１．この規程は、平成１９年１２月２１日から施行する。 
附則（平成２０年４月１日） 
（施行期日） 
１．この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
附則（平成２１年１１月１８日） 
（施行期日） 
１． この規程は、平成２１年１１月１８日から施行する。 
附則（令和３年１２月１日） 
（施行期日） 
１． この規程は、令和３年１２月１日から施行する。 
附則（令和４年４月１日） 
（施行期日） 
１． この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
附則（令和６年１２月１９日） 
（施行期日） 
この規程は、令和６年１２月１９日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和8年4月1日〜
（敬称略・五十音順）

森林審議会
役職

氏    名 役   職 備 考

会長代行 石川　憲幸 兵庫県林業会議会長 松くい

部会長 大橋　瑞江 兵庫県立大学環境人間学部教授 松くい

門間　雄司 兵庫県市長会代表（豊岡市長） 松くい

部会長代行 上月　安重郎 兵庫県林業協会会長 松くい

小林　進 兵庫県木材業協同組合連合会理事 開発

小林　恵 小林林産・県青年林業士 松くい

杉本　雅子 兵庫県建築士会　理事 開発

会長 立花　敏 京都大学大学院農学研究科教授

鍔木　良子 兵庫県議会議員 開発

中島　啓介 公募委員 松くい

長瀬　たけし 兵庫県議会議員 松くい

部会長 中谷　加奈 京都大学防災研究所教授 開発

松村　俊和 公募委員 開発

山下　孝 兵庫森林管理署長 開発

吉岡　たけし 兵庫県議会議員 開発

  兵庫県森林審議会委員名簿


